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はじめに 

 

2019 年３月 25 日付で、「地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会」より、「地方創生に向けたＳ

ＤＧｓ金融の推進のための基本的な考え方」1が示された。この報告書の中では、地域の多様なステーク

ホルダーが連携して、地域課題の解決に向けて、キャッシュフローを生み出し、得られた収益を地域に

再投資する「自律的好循環」を形成することが求められている。 

2019 年度に設置された「地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会」では、「地方創生ＳＤＧｓ金融の官民

連携のパートナーシップによる自律的好循環形成に向けて」2の報告書が作成され、登録・認証等制度の

展開や、様々なステークホルダーによる事業の取組に対する評価手法の構築等の枠組みについて具体化

が本格的に進められているところである。 

 

本ガイドラインの策定に当たって 

 

「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」について有識者及び実務経験者等により、以下の３点を基本

的な考え方として、本ガイドラインの内容が議論された。 

 

①既に複数の地方公共団体で実施されているＳＤＧｓに関する登録等制度との整合性に配慮すること 

 

②登録・認証等制度の実施を検討しようとしている、又は未だ実施検討を行っていない地方公共団体の

状況を踏まえたものとすること 

 

③地域事業者等による地方創生ＳＤＧｓに関する取組を加速させるような仕組みであること 

 

本ガイドラインは、これらの議論を踏まえ、「地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会（事務局：内閣府地

方創生推進事務局）」が策定したものである。 

地方創生の実現に向けては、ＳＤＧｓへの取組を通じた官民連携のパートナーシップの構築が重要

であり、今後、地方創生ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等における取組の「見える化」の必

要性が高まることが想定される。そのため、地方公共団体における「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等

制度」の構築を支援するために、本ガイドラインを提示するものである。 

なお、本ガイドラインについては、今後も地方公共団体、民間団体、住民、有識者をはじめ関係各

分野からの意見を踏まえながら継続的に見直しを実施する予定としている。 

 

                                                       
1 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu.html 
2 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html 
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第１章 本ガイドラインにおける基本事項 

 

１．本ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた「自律的好循環」を形成するため、ＳＤＧｓに積

極的に取り組む地域事業者等の登録・認証等に係る制度の構築に関心のある地方公共団体（既に制度を

構築している団体を含む）を主たる対象として作成している。地方公共団体が登録・認証団体として、

地域事業者等によるＳＤＧｓへの取組の「見える化」を行うための「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制

度」を構築するに当たって、整備すべき事項についての考え方を示すことで、その取組を促進すること

を目的としている。具体的には、「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」を構築することの意義や、当制

度の目的及び概要、取組によるメリット等を明示することで、これまで地方創生ＳＤＧｓへの取組が進

んでいない、又は取組の実施について検討している地方公共団体による取組の一層の加速化を図るもの

である。 

 

２．本ガイドラインの基本的な考え方 

 本ガイドラインは、地方公共団体自らが地域の実情等に応じて制度を構築するための支援ツールであ

り、本ガイドラインの使用を強制するものではない。また、既に登録・認証等制度を独自で構築してい

る地方公共団体においても、取組を更に促進、拡大するための参考となる考え方を示すものである。 

 本ガイドラインは、制度のモデルとして「宣言」「登録」「認証」の３つを提示している。地方公共団

体においては、これらの制度のモデルを参考に、地域特性等を踏まえたうえで制度構築を行うことが期

待される。 

 

３．本ガイドラインの構成 

 本ガイドラインの構成は次のとおりである。まず、第２章では地方創生ＳＤＧｓの概要と現状につい

て、続く第３章では「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の概要について、第４章では「地方創生Ｓ

ＤＧｓ登録・認証等制度」に期待される事項と具体的対応方法について、最後に第５章では「宣言」「登

録」「認証」の制度を構築する当たって、それぞれ考慮すべき事項について説明する構成となっている。 
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４． 本ガイドラインにおける用語の説明 

①地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度 

  本ガイドラインで検討を進めている制度を指し、以下の３つの制度のモデルの総称をいう 

  ・地方創生ＳＤＧｓ宣言制度 

  ・地方創生ＳＤＧｓ登録制度 

  ・地方創生ＳＤＧｓ認証制度   

 

②登録・認証団体 

  登録・認証等制度を運用する団体をいう（地方公共団体を想定） 

 

 ③宣言制度運用団体 

宣言制度を運用する団体をいう（地方公共団体を想定） 

 

④登録制度運用団体 

登録制度を運用する団体をいう（地方公共団体を想定） 

 

 ⑤認証団体 

認証制度を運用する団体をいう（地方公共団体を想定） 

 

 ⑥宣言団体 

宣言制度に申請し、宣言を行った団体をいう（地域事業者等を想定） 

 

 ⑦登録団体 

登録制度に申請し、登録された団体をいう（地域事業者等を想定） 

 

 ⑧被認証団体  

認証制度に申請し、認証を受けた団体をいう（地域事業者等を想定） 
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第２章 地方創生ＳＤＧｓの推進 

１．ＳＤＧｓの採択と国内における取組 
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）は、2015 年に国連本部において

採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中核文書であり、17

のゴール（目標）と 169 のターゲット等から構成されている。先進国・途上国を問わず、世界全体の経

済、社会及び環境の三側面の観点から持続可能な開発を統合的取組として推進し、ＳＤＧｓの達成に向

けた取組を進めることが求められている。 

国内においては、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、ＳＤＧｓの実施を総合的かつ効果的に推進

することを目的に政府内に持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部3（本部長：内閣総理大臣）を設置

し、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針4」及び「ＳＤＧｓアクションプラン（以下、アクショ

ンプラン）5」が決定された。  

アクションプランにおいては「ＳＤＧｓと連動する Society5.0 の推進」、「ＳＤＧｓを原動力とした

地方創生」、「ＳＤＧｓの担い手として次世代・女性のエンパワーメント」を三本柱とする日本の「ＳＤ

Ｇｓモデル」が掲げられ、ＳＤＧｓの達成に向けた取組が、日本の各地域が抱える諸課題の解決に貢献

し、持続可能な開発、すなわち地方創生を推進するものとされている。 

 

２．地方創生ＳＤＧｓの推進 

地方創生に向けての中期的な政策目標及び具体的な施策等をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合

戦略（2018 改訂版）」（2018 年 12 月 21 日閣議決定）6では、今後更に地方創生を深化させていくため

に、中長期を見通した持続可能なまちづくりに取り組むことが重要であることから、2030 年を期限とす

るＳＤＧｓの達成のための取組を推進し、ＳＤＧｓの主流化を図り、経済、社会、環境の統合的向上等

の要素を最大限反映する旨が示された。 

内閣府では、2018 年度より地方公共団体によるＳＤＧｓの優れた取組を提案する都市を「ＳＤＧｓ未

来都市」として選定しており、2020 年度までに選定した 93 都市の支援を行うことにより、成功事例の

創出及び普及展開を図っている。また、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム7」を通じてＳＤ

Ｇｓに積極的に取り組む広範なステークホルダーにおけるパートナーシップの強化に向けた取組を推

進するなど、地域の様々なステークホルダーの連携によるＳＤＧｓを原動力とした地域課題等の解決に

向けた取組、すなわち地方創生ＳＤＧｓの推進に向けた様々な取組を行っている。 

地方創生に向けての中期的な政策目標及び具体的な施策等をまとめた第２期「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」（2019 年 12 月 20 日閣議決定）8では、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の推進の重要性

                                                       
3 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/ 
4 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/effort/index.html 
5 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/effort/index.html 
6 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/index.html#an1 
7 https://future-city.go.jp/platform/ 
8 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/index.html#an1 
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を提示したうえで、「地域における資金の還流と再投資を生み出すため、地方公共団体による地域事業

者等を対象にした登録・認証制度」の展開を行う旨が示されている。 

 

３．地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成に向けて 

地方創生ＳＤＧｓの推進においては、地域課題等の解決に向けた取組によって得られた収益を地域に

再投資する「地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環の形成」が重要である。地方公共団体は自ら

が中心となり、地方創生ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等の「見える化」を行い、地域金融機

関や様々なステークホルダーと連携して地域事業者等の取組を支援することで、更なる取組の推進及び

地域の自律的好循環の形成の加速化につなげることができる。また、登録・認証等制度の構築を機に、

これから地方創生ＳＤＧｓに取り組む地域事業者等の裾野の拡大が図られ、地域課題等の解決に向けた

取組の促進が期待される。 
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第３章 地方公共団体によるＳＤＧｓ登録・認証等制度の取組 

１．地方公共団体におけるＳＤＧｓ登録・認証等制度を巡る現状 

地方創生ＳＤＧｓに取り組む地域事業者等に対して登録・認証等を行う制度については、既に複数の

地方公共団体で構築されており、地域事業者等の「見える化」を通じて、地方公共団体と地域の経済団

体及び金融機関、大学等様々なステークホルダーとの連携の促進や、企業の経営計画等におけるＳＤＧ

ｓの活用が進められている。 

本ガイドラインは、これらの先導的な取組等を参考に、更に登録・認証等制度を発展させ、広く普及

を図るために、制度の構築に係る支援ツールとしての役割を担うものである。 

 

２．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の意義 

「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」は様々なステークホルダーが関わることで、地域への資金の

還流と再投資による自律的好循環の形成につながることが期待されている。 
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以下に、各ステークホルダーが本制度に取り組むことによって期待される効果の例を示す。 

 

地域事業者 

o 事業を通じたＳＤＧｓに関する取組が登録・認証団体によって評価及び「見える化」されるこ

とで、ＳＤＧｓを通じた地方創生への貢献度等が対外的に明示される。 

o 域内外における企業の認知度向上に繋がり、金融機関からの融資機会の拡大や地方公共団体及

び民間団体等との連携機会（ビジネスマッチング等）の拡大、人材の確保に向けた機会の拡大

等が期待される。 

o ＰＲ効果の向上による事業機会の拡大、入札時の加点（官公庁入札案件等)、他団体とのネット

ワーキングの機会の提供、地方公共団体及び業界団体等からの事業拡大に必要なスキル構築の

支援の提供等が考えられる。 

 

地域金融機関 

o 経済・社会・環境等、地方創生ＳＤＧｓの達成に資する持続性の高い事業を展開する企業の取

組が、登録・認証団体によって評価及び「見える化」されることで、企業支援の活性化や潜在

的な投融資先の発掘につながることが考えられる。 

o 財務・非財務情報に加え、補完的な情報を得ることで、より包括的な企業の情報収集が可能と

なり、より優良な投融資先への働きかけの契機となることが期待される。 

 

地方公共団体 

o 地域事業者等の取組を評価及び「見える化」することで、地方創生ＳＤＧｓの推進における重

要な役割を果たすことが期待される。 

o 地域におけるＳＤＧｓの取組の活性化や、投融資機会の拡大による資金の還流を図ることで、

多様なステークホルダーの連携による自律的好循環の形成が期待される。 

o 地域経済の活性化による税収の増加や、地域事業者等の取組を評価及び「見える化」すること

による新たな雇用機会の創出等が考えられる。 
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３．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の制度の全体像 

制度構築においては、地域特性や制度目的等に応じて、以下に示す「宣言」「登録」「認証」の３つ

の制度モデルを参考とすることが望まれる（第４章参照）。また、各制度における登録・認証等を受け

た場合のメリットの検討に当たっては、地域金融機関等の多様なステークホルダーとの連携が必要で

ある。 

制度構築に当たっての３つの制度モデル 
制度主旨（共通）︓地⽅創⽣ SDGｓに貢献する地域事業者等の「⾒える化」を通じた⾃律的好循環の形成 

 

登録・認証等を受けた地域事業者等のメリットの例 

 



12 | 
 

第４章 「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築に当たって 

１．「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の基本的な考え方 

 「地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会」では、ＳＤＧｓに取り組んでいる、又は取り組もうとする地

域事業者等に対し、登録・認証等制度により、以下の目的が達成されることが議論された。 
o 全国での地方創生ＳＤＧｓの認知度の向上や、これまでＳＤＧｓに馴染みの薄かった地域事業

者等への普及が促進されること 
o 地方創生ＳＤＧｓに取り組んでいる地域事業者等の活動の「見える化」が行われること 

 

また、本研究会においては、地方公共団体及び地域事業者、地域金融機関等の多様なステークホルダ

ーが連携することで、地域経済の活性化に向けた取組が推進されることの重要性が指摘されている。登

録・認証団体となる地方公共団体は、制度構築及び運用において地域のステークホルダーとの積極的な

対話（相談・支援等）が必要である。 

本制度は以下の基本的な考え方に基づいて構築されることが想定されている。 

 

① 地域事業者等のＳＤＧｓへの取組の「見える化」による地方創生ＳＤＧｓの推進 

o ＳＤＧｓに関する取組を推進する地域事業者等の登録・認証等制度を構築することで、地域事

業者等における地方創生ＳＤＧｓ達成に寄与する財務・非財務情報の「見える化」を図る。 

o 地域におけるＳＤＧｓに関する認知度の向上や地域事業者等への投融資の拡大等を通じ、地方

創生ＳＤＧｓを通じた自律的好循環の基盤を構築する。 

 

② 全ての地域を対象とした裾野の広い制度の枠組み 

o 地域によってＳＤＧｓの取組状況や取組の方向性が異なる点を考慮し、地域事業者等がＳＤＧ

ｓに取り組む旨の「宣言」を行う制度から、ＳＤＧｓに関する具体的な取組内容等について「登

録」する制度、更にＳＤＧｓに関する取組が一定程度進んでいる地域事業者等が定性的・定量

的な目標及び取組計画を策定し、第三者が評価を行う「認証」制度等、段階的な制度の構築を

可能とする。 

 

③ 独自性に富む制度設計を可能とする柔軟性及び既存制度との整合性への配慮 

o 本ガイドラインでは、登録・認証等制度の基本的な枠組みや、制度構築に向けて検討が必要な

事項、制度構築に向けた準備プロセス等について、基本的事項や考え方を示している。実際の

制度設計においては、地方公共団体がＳＤＧｓに関する取組の実施状況や地域特性を踏まえた

独自の制度の構築が期待される。 

o 地方公共団体が制度構築を検討するうえでは、運営上の人的・経済的コストや、登録・認証等

を受ける地域事業者等における事務的負担を最小化することが必要である。 

o 既に登録・認証等制度を構築している地方公共団体の既存の制度との整合性に配慮することが

必要である。 
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次項以降では、登録・認証等制度の構築に関心のある地方公共団体が、地域におけるＳＤＧｓの取組

状況等に応じて、独自の「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築を検討する際の参考として、制

度の基本的な構成要素の提示及び制度の構築に向けて必要となる準備ステップの例示を行っている。 

なお、先述のとおり、本ガイドラインは「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築のための支援

ツールとして策定されたものである。今後、本ガイドラインを参考とし、地域特性を踏まえた独自の「地

方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」の構築が期待される。 
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２．制度構築に当たっての手順 

 制度構築に当たっての手順は、以下を想定している。 

 

 ステップ１ 制度構築の方向性の決定 

 地域の特性や制度の目的等に応じて、「宣言」「登録」「認証」の３つの制度モデルを参考に、制度構

築の方向性を決定 

 

 ステップ２ 制度の運用体制の決定 

 地方公共団体単体又は他団体との連携・協力等、制度の運用体制を決定 

 

 ステップ３ 制度設計 

 制度運用に係る具体的なプロセスを決定し、運用開始に向けた準備を実施 

 

 

 

 
制度構築においては、地域の特性や制度の目的等に応じて以下に示す「宣言」「登録」「認証」の３つ

の制度モデルを参考とすることが望まれる。 

 

制度構築に当たっての３つの制度モデル 
制度主旨（共通）︓地⽅創⽣ SDGｓに貢献する地域事業者等の「⾒える化」を通じた⾃律的好循環の形成 

 

 
 

ステップ１︓制度構築の⽅向性の決定 
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各制度においては、以下のような特徴及び対象を想定している。 

 

地方創生ＳＤＧｓ宣言制度 

特徴：制度構築において柔軟性が高く、地域事業者等にとって比較的容易に参画可能な制度を想定 

対象：ＳＤＧｓに関する取組を行っている、又はこれから行うことに意欲のある地域事業者等 

 

地方創生ＳＤＧｓ登録制度 

特徴：登録を目指す地域事業者等の取組について、一定程度の確認が必要な制度を想定 

対象：既にＳＤＧｓへの取組が進んでいる、又はＳＤＧｓに関する取組を更に積極的に行うこ   

とに意欲のある地域事業者等 

 

地方創生ＳＤＧｓ認証制度 

特徴：地域事業者等の認証取得や更新に係る審査等に一定の厳格さが求められ、客観的評価を与えるこ   

とが可能な制度を想定 

対象：既にＳＤＧｓへの取組が進んでおり一定の成果が出ている、又は成果を積極的に推進する意欲の  

ある地域事業者等 

 

なお、地方公共団体において、制度を構築するに当たっては以下のパターンが考えられ、地域におけ

るＳＤＧｓの取組状況及び地域事業者等のニーズ等に応じた制度設計が求められる。 

 

①「宣言」「登録」「認証」の中から一つを選択して制度を構築 

②「宣言」「登録」「認証」の中から複数を選択して段階的な制度を構築 

 

上記②のとおり段階的な制度を構築する場合は、これからＳＤＧｓに関する取組を開始する地域事業

者等は「宣言」制度を活用し、既にＳＤＧｓに関する取組を進めている地域事業者等は「認証」取得を

目指す等、地域事業者等の取組レベル等に応じた制度の活用が想定される。 

 

 

 
次に、制度の運用体制を決定する。 

登録・認証等制度の運用主体は地方公共団体を想定しており、運用体制については、以下のようなパ

ターンが考えられる。 

 

① 地方公共団体単体で制度を運用 

② 地方公共団体と民間団体等が協力・連携して制度を運用 

③ 複数の地方公共団体が協力・連携して制度を運用 

 

 

ステップ２︓制度の運⽤体制の決定 
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申請団体（登録・認証等を受けることを希望する団体）は、地域事業者等をはじめとして、地域金融

機関や上場企業（地方支店・拠点等含む）等、多様な団体を想定している。 

 また、地方公共団体は、制度の構築を行うに当たっては、地域金融機関等のステークホルダーとあら

かじめ協議等を行うことにより、登録・認証を受ける地域事業者等における具体的なメリットの設計を

検討することが望まれる。 

登録・認証等制度の運用等に係る一部の業務については、民間団体等と連携することも想定され、そ

の場合は以下の表に示す要件等を連携先の民間団体等が満たしていることが必要である。 

 

制度運⽤に当たって⺠間団体等と連携する場合の、団体における要件の例 
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ステップ１で制度構築の方向性を決定し、ステップ２で制度の運用体制を決定したのちに、制度設計

を行う。制度設計に当たっては、地域金融機関等の多様なステークホルダーとの協議等が推奨される。

また、制度の運用に係る要綱及び様式等を策定し公表することが求められる。 

制度設計に係る詳細については、第５章を参照し、制度構築の方向性等に応じて検討を進めることと

する。また、取組計画・目標の確認及び評価に関しては、「地方創生ＳＤＧｓ取組達成度評価項目9」を

参考とするなど、地域の実情に応じた評価基準等を独自に設定することが期待される。 

   

  

                                                       
9 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html 

ステップ３︓制度設計 
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第５章 「宣言」「登録」「認証」の制度設計に当たって考慮すべき事項 

 
 
 
 

  １．地方創生ＳＤＧｓ宣言制度・・・・・・・Ｐ19 

 

 

  ２．地方創生ＳＤＧｓ登録制度・・・・・・・Ｐ22 

 

 

  ３．地方創生ＳＤＧｓ認証制度・・・・・・・Ｐ26 
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１．地方創生ＳＤＧｓ宣言制度 

 

１．宣言プロセス 

宣言制度運用団体は、以下に掲げる事項に基づき、宣言プロセスを検討・決定し、公表することが求

められる。 

 

（１）宣言に当たっての確認項目 

宣言に当たっての確認項目及び手続を定め、あらかじめ公表すること 

 

（２）宣言の表示 

宣言を行った事実を宣言団体が外部に向けて表示する際の規定及び表示の活用方法を定めること 

（例）ホームページ上での紹介、宣言書の付与、ロゴマークの用途 

 

２．宣言要件 

 宣言制度運用団体は、以下に掲げる事項を含め制度を検討・決定し、公表することが求められる。 

 

（１）宣言団体の資格 

宣言団体となるための資格（法人格の有無や所在地等の条件）を定めること 

  （例）宣言団体の所在地・活動地域が宣言制度運用団体の行政区域内である 

 

（２）宣言団体の取組への意思及び方針表明 

  宣言団体の取組への意思及び方針を確認するために必要な事項を定めること 

  （例）宣言制度の申請書等への宣言団体の代表者による署名等 

 

宣言団体が設定する取組について、地方創生ＳＤＧｓに資するものであること 

・ＳＤＧｓの 17 のゴールから宣言団体の取組と関係するものを選択すること（複数可） 
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（参考事例）真庭ＳＤＧｓパートナー制度 

2018 年度ＳＤＧｓ未来都市に選定されている岡山県真庭市では、真庭市役所及び真庭市関係者等が連

携し、真庭市におけるＳＤＧｓの取組のより一層の推進を図るため、パートナー制度を構築するため、

「真庭ＳＤＧｓパートナー」制度を構築している。 

 

 

 

 

  

地方創生ＳＤＧｓ宣言制度の例 
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（参考事例）静岡市ＳＤＧｓ宣言 

2018 年度ＳＤＧｓ未来都市に選定されている静岡県静岡市では、市内の事業所や団体等によるＳＤＧ

ｓ活動を促進し、優良事例の発掘と横展開を図るとともに、市内事業所・団体等におけるＳＤＧｓ取組

状況を測定し、国内外に向けて情報発信することを目的に、「静岡市ＳＤＧｓ宣言」制度を構築してい

る。 

 

地方創生ＳＤＧｓ宣言制度の例 
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２．地方創生ＳＤＧｓ登録制度 
 

１．登録プロセス 

 登録制度運用団体は、以下に掲げる事項に基づき、登録プロセスを検討・決定し、公表することが求

められる。 

 

（１）登録内容の確認 

  ①確認項目・評価基準を設定し、登録に当たっての手続を定めあらかじめ公表すること 

 

②地方創生ＳＤＧｓに関する知見（ＳＤＧｓの 17 のゴール、169 のターゲット、地域における課題

等）を有している者が申請内容を確認すること 

 

（２）登録の表示 

登録が行われた事実を登録団体が外部に向けて表示する際の規定及び表示の活用方法を定める 

こと 

（例）ホームページ上での紹介、登録証の付与、ロゴマークの用途 

 

（３）更新 

①登録の有効期限を設定し、更新に当たっての手続を定めること 

 

  ②更新に当たっては取組計画の進捗状況の確認を行うこと。また、その他必要に応じて更新に当た

っての要件を定めること 

 

（４）変更及び取下げ 

①登録団体の属性（団体名及び代表者、組織体制、連絡先等）に変更が生じた場合の手続を定める

こと 

 

②登録団体による登録の取下げに関する手続を定めること 

 

（５）取消し及び再登録 

①登録の基準に適合しなくなった場合の登録取消し（※）に関する規定を定めること 

※取消しに該当する事象の例 

・登録時及び更新時において、申請内容について故意に改ざんした事実や不正を働いた事実が

判明したとき 

・登録制度の規定等に関し違反又は登録団体としての信用を著しく毀損したとき 

・登録を取得した登録団体が解散又は営業を停止したとき 

・反社会的勢力と関係があることが判明したとき 
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  ②取消しの後、再び登録を行う場合（再登録）の手続及び要件を定めること 

 

２．登録要件 

 登録制度運用団体は、以下に掲げる事項を含め登録要件を検討・決定し、公表することが求められる。 

 

（１）登録団体の資格 

登録団体となるための資格（法人格の有無や所在地等の条件）を定めること 

（例）登録団体の所在地・活動地域が登録制度運用団体の行政区域内である 

 

（２）登録団体の取組への意思及び方針表明 

  登録団体の取組への意思及び方針を確認するために必要な事項を定めること 

  （例）登録制度の申請書等への登録団体の代表者による署名等 

 

（３）取組計画の設定 

登録団体が設定する取組計画が地方創生ＳＤＧｓに資するものであること 

・登録団体の取組とＳＤＧｓの 17 のゴールとの関係性が分かること 

・登録団体の取組とＳＤＧｓの 169 のターゲットとの関係性が分かること 
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（参考事例）長野県ＳＤＧｓ推進企業登録制度 

2018 年度ＳＤＧｓ未来都市に選定されている長野県では、県内企業等が行う企業活動とＳＤＧｓの関

連性について「気付き」を促し、ＳＤＧｓ達成に向けた具体的な取組を促進することにより、当該企業

の企業価値の向上や競争力の強化等を図るとともに、県内企業等におけるＳＤＧｓの普及を促進するこ

とを目的に、「長野県ＳＤＧｓ推進企業登録」制度を構築している。 

 

地方創生ＳＤＧｓ登録制度の例 
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（参考事例）「かながわＳＤＧｓパートナー」制度 

2018 年度ＳＤＧｓ未来都市に選定されている神奈川県では、ＳＤＧｓの取組を実施し、公表している

企業、ＮＰＯ、団体、大学（以下「企業・団体等」という）を「かながわＳＤＧｓパートナー」として

神奈川県（以下「本県」という）が登録する。本県と登録企業・団体等が連携し、またパートナー間の

連携を本県が後押しすることで、本県内のＳＤＧｓに関する企業・団体等の取組を促進させることを目

的に、「かながわＳＤＧｓパートナー」制度を構築している。 

 

地方創生ＳＤＧｓ登録制度の例 
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３．地方創生ＳＤＧｓ認証制度 

 

１．認証プロセス 

認証団体は、以下に掲げる事項に基づき、認証プロセスを検討・決定し、公表することが求められる。 

 

（１）申請の審査 

①後述の審査要件を踏まえて審査項目・評価基準を設定し、審査の手続をあらかじめ公表すること 

   

②地方創生ＳＤＧｓに関する知見（ＳＤＧｓの 17 のゴール及び 169 のターゲット、地域における

課題等）を有している者を審査者におき、申請内容を審査すること 

 

（２）認証の表示 

  認証を受けた事実を被認証団体が外部に向けて表示する際の規定及び表示の活用方法を定める 

こと 

  （例）ホームページ上での紹介、認証書の付与、ロゴマークの用途 

 

（３）取組状況の報告 

目標達成のための取組が継続的に行われていることを確認するため、被認証団体に対し、取組状況

の定期的な報告（年 1回程度）を求めること。なお、被認証団体からの報告に対し、事前相談や対応

方法等のコミュニケーションを取りながら支援することが望ましい 

（例）年１回、取組状況に関する自己点検結果の報告を求める 

 

（４）認証の期限・評価・更新 

  ①認証の有効期限を設定し、更新に当たっての手続を定めること 

 

  ②更新に当たっては目標達成状況の確認を行うこと。また、その他必要に応じて更新に当たっての

審査項目・評価基準を設定し、あらかじめ公表すること 

※目標達成状況の確認に当たっては、単に達成状況のみではなく、取組プロセスや背景（外部環

境の変化等）等を踏まえ、更新の可否を判断すること。また、目標未達の項目がある場合には、

被認証団体に対し、その要因の分析や改善策の記載を求めること 
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（５）変更及び辞退 

  ①被認証団体の属性（団体名及び代表者、組織体制、連絡先等）に変更が生じた場合の手続を 

定めること 

    

②被認証団体による認証の辞退に関する手続を定めること 

 

（６）取消し及び再認証 

①認証の基準に適合しなくなった場合の認証取消し（※）に関する規定を定めること 

 ※取消しに該当する事象の例 

・認証取得時及び更新時において、申請内容について故意に改ざんした事実や不正を働いた事

実が判明したとき 

・認証制度の規定等に関し違反又は被認証団体としての信用を著しく毀損したとき 

・認証を取得した被認証団体が解散又は営業を停止したとき 

・反社会的勢力と関係があることが判明したとき 

  

②取消しの後、再び認証を受ける場合（再認証）の要件及び手続を定めること 
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２．認証要件（審査項目・評価基準） 

 認証団体は、以下に掲げる事項（１）～（４）を含め認証要件を検討・決定し、公表することが求め

られる。なお、（５）については、必要に応じて認証取得の要件とすることも考えられる。 

 

（１）申請団体の資格 

申請団体となるための資格（法人格の有無や所在地等の条件）を定めること 

（例）申請団体の所在地・活動地域が認証団体の行政区域内である 

  

（２）能力・体制 

申請団体の能力・体制について、以下に掲げる事項を要件に設定すること 

 

  ①申請団体の経営層等が目標達成に向けた継続的な取組の意思表示を行っていること 

  （例）認証制度の申請書等への申請団体の代表者の署名等 

 

  ②申請書で記載した目標及び取組内容と団体の経営方針及び事業内容等に矛盾がないこと 

 

  ③目標達成に向けた取組の遂行可能な能力・体制が備わっていること 

  （例）申請書に取組責任者及び推進体制（組織図及び人員構成等）について記載 

 

（３）目標設定・計画 

申請団体が設定する目標及び取組計画について、以下に掲げる事項を要件に設定すること 

 

①申請団体が設定する目標及び取組計画が地方創生ＳＤＧｓに資するものであること 

 

②申請団体の取組と関係するＳＤＧｓの 17 のゴール・169 のターゲットが具体的に記載されている

こと 

※経済・社会・環境及びそれらの統合的な取組を踏まえた定量的・定性的な目標を設定することが

重要であるため、ＳＤＧｓの 169 のターゲットについては複数選択することが望ましい 

 

  ③申請団体が設定する目標及び取組計画が具体的であり実現可能なものであること 

  ・目標に定量的・定性的な取組計画及びそれらの達成期限が記載されている 

  ・目標達成に向けて、合理的な取組計画が策定されている 
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（４）情報公開 

   申請団体による目標及び取組計画等の公開を要件とすること 

  （例）認証取得の事実及び目標達成に向けた取組状況を公開する 

 
（５）その他 

必要に応じて以下に掲げる項目についても認証取得の要件とすることも考えられる 

 

①工程管理 

取組計画の確実な実行を担保する方法を策定するとともに、必要に応じて定期的に見直すこと 

 

②リスクへの取組 

   取組推進におけるリスク（自然災害、市場環境の変化等）を特定し、対応プロセスを設定すること 

 

③内部監査体制 

目標達成に向けた取組状況等を内部監査する体制を構築していること 

 

※なお、本ガイドラインにおいては、地域事業者等の取組を認証することを前提としているものの、複

数の団体が連携して行う特定の事業やプロジェクト等を対象として認証制度を創設することは妨げ

ない。  
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留意事項 

 

・本ガイドラインに法的拘束力はなく、ある行為等が、本ガイドラインに記載された事項（「べきであ

る」と表記した項目を含む。）に準拠しなかったことをもって、本ガイドラインに基づき法令上の罰則

等が課されるものではない。 

・地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）は、本ガイドラインに記

載された情報の利用等、又は、本ガイドラインの変更、廃止等に起因し、又は関連して発生する全て

の損害、損失又は費用について、いかなる者に対しても何らの責任を負うものではない。 

・本ガイドラインは、今後の状況の変化や登録・認証等制度の普及状況等に応じ、地方公共団体、民間

団体、住民、有識者をはじめ関係各分野からの意見を踏まえながら継続的に見直しを実施する予定と

している。 

 


